
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

10

・
・
・
・

○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

12

○

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
第

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

五
条
関
係
）

13

○

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
十
一
号
）
（
第
六
条

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

関
係
）

14

○

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
第
七
条

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

関
係
）

15

○

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
三
号
）
（
第
八
条
関

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

係
）

16

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

17
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○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
中
央
防
災
会
議
の
委
員
及
び
専
門
委
員
）

（
中
央
防
災
会
議
の
委
員
及
び
専
門
委
員
）

第
三
条

中
央
防
災
会
議
の
委
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
員
」
と
い

第
三
条

中
央
防
災
会
議
の
委
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
委
員
」
と
い

う
。
）
の
定
数
は
、
二
十
七
人
以
内
と
す
る
。

う
。
）
の
定
数
は
、
二
十
六
人
以
内
と
す
る
。

２
～
５

(

略)

２
～
５

(

略)

（
国
の
補
助
）

（
国
の
補
助
）

第
四
十
二
条

国
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
特
定
災
害
対
策
本
部

第
四
十
二
条

国
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
非
常
災
害
対
策
本
部

長
の
指
示
又
は
非
常
災
害
対
策
本
部
長
の
指
示
に
係
る
応
急
措
置
の
内
容
そ
の
他
の

長
の
指
示
に
係
る
応
急
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
予
算
の
範
囲
内
に

事
情
を
勘
案
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ

お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

（
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
等
）

（
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
等
）

第
四
十
三
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号

第
四
十
三
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
で
、
同
項
第
一
号
の
徴
収
金
の
減
免
の
額

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
で
、
同
項
第
一
号
の
徴
収
金
の
減
免
の
額

と
同
項
第
二
号
の
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
に
通
常
要
す
る
費
用

と
同
項
第
二
号
の
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
に
通
常
要
す
る
費
用

の
額
と
の
合
計
額
が
、
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

の
額
と
の
合
計
額
が
、
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
一
千
万

項
の
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
一
千
万

円
、
指
定
都
市
以
外
の
市
で
人
口
（
官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
又
は
こ

円
、
指
定
都
市
以
外
の
市
で
人
口
（
官
報
で
公
示
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
又
は
こ
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れ
に
準
ず
る
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
公
示
の
人
口

れ
に
準
ず
る
人
口
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
公
示
の
人
口

調
査
期
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お

調
査
期
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
市
の
人
口
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

け
る
当
該
市
の
人
口
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

第
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
公
示
し
た
人
口
に
よ
る
も
の
と
す

第
百
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
公
示
し
た
人
口
に
よ
る
も
の
と
す

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
三
十
万
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五
百
万

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
三
十
万
人
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五
百
万

円
、
人
口
三
十
万
人
未
満
十
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
三
百
万
円
、
人
口
十
万
人

円
、
人
口
三
十
万
人
未
満
十
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
三
百
万
円
、
人
口
十
万
人

未
満
五
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
百
五
十
万
円
、
そ
の
他
の
市
及
び
町
村
に
あ
つ

未
満
五
万
人
以
上
の
市
に
あ
つ
て
は
百
五
十
万
円
、
そ
の
他
の
市
及
び
町
村
に
あ
つ

て
は
八
十
万
円
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

て
は
八
十
万
円
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

一

(

略)

一

(

略)

二

そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
に
つ

二

そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
に
つ

き
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
か
ら
第

き
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
又
は
第

三
項
ま
で
に
規
定
す
る
救
助
が
行
わ
れ
た
市
町
村
で
あ
つ
て
、
当
該
市
町
村
の
区

二
項
に
規
定
す
る
救
助
が
行
わ
れ
た
市
町
村
で
あ
つ
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に

域
に
お
け
る
救
助
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
都
道
府
県
（
同
法
第
二
条
の
二
第
一
項

お
け
る
救
助
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
都
道
府
県
（
同
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規

に
規
定
す
る
救
助
実
施
市
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
当
該
救
助
実
施
市
）
が
支
弁
し

定
す
る
救
助
実
施
市
の
区
域
に
あ
つ
て
は
、
当
該
救
助
実
施
市
）
が
支
弁
し
た
も

た
も
の
が
当
該
市
町
村
の
標
準
税
収
入
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る

の
が
当
該
市
町
村
の
標
準
税
収
入
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
も
の

も
の

２
～
６

(

略)

２
～
６

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

２

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
七
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
八
人
」
と
す
る
。

い
て
は
、
同
項
中
「
二
十
六
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
七
人
」
と
す
る
。

３

国
際
博
覧
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の

３

国
際
博
覧
会
推
進
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
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適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
二
十
七
人
」

適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
二
十
六
人
」

と
あ
る
の
は
、
「
二
十
九
人
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
二
十
八
人
」
と
す
る
。

４

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
が

４

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
が

置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項

置
か
れ
て
い
る
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
二
十
七
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
人

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
中
「
二
十
六
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
九

」
と
す
る
。

人
」
と
す
る
。

（
削
る
）

５

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
第
四
十
三
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
地
方
公
共
団
体
で
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に

よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
で
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が

当
該
災
害
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ

た
市
町
村
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
の
う
ち
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
一
項

」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
十
年
」
と
、
「
一
年
」
と
あ
る
の

は
「
二
年
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５
・
６

（
略
）

６
・
７

（
略
）
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○

災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
の
程
度
）

（
災
害
の
程
度
）

第
一
条

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

第
一
条

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

）
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

れ
か
に
該
当
す
る
災
害
と
す
る
。

該
当
す
る
災
害
と
す
る
。

一
～
四

(

略)

一
～
四

(

略)

２

(

略)

２

(

略)

（
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
に
よ
る
救
助
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
実
施
）

（
災
害
発
生
市
町
村
の
長
に
よ
る
救
助
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
実
施
）

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に

関
す
る
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
が
行
う
こ
と

関
す
る
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と

と
す
る
と
き
は
、
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
の
内
容
及
び

す
る
と
き
は
、
災
害
発
生
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
事
務
の
内
容
及
び
当
該

当
該
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
期
間
を
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
に
通
知
す
る
も
の

事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
期
間
を
災
害
発
生
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
は
、
当
該
期
間

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
災
害
発
生
市
町
村
の
長
は
、
当
該
期
間
に
お
い
て

に
お
い
て
当
該
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に
関
す
る

２

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に
関
す
る

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
法
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
限
る

そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
法
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
限
る

。
）
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
が
行
う
こ
と
と
し
、
前
項
前
段
の
規
定
に

。
）
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
し
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ

よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に
関
す
る
そ
の
権
限
に
属
す
る

３

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に
関
す
る
そ
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
が
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

事
務
の
一
部
を
災
害
発
生
市
町
村
の
長
が
行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
法

法
の
規
定
中
当
該
事
務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
災
害
発
生
市
町

の
規
定
中
当
該
事
務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
災
害
発
生
市
町
村

村
等
の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
災
害
発
生
市
町
村
等
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

の
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
災
害
発
生
市
町
村
の
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。
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○

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
に
関
す
る
基
準
）

（
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条

法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
原
子
力
事

第
三
条

法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
原
子
力
事

業
者
が
、
特
定
原
子
力
損
害
の
賠
償
額
の
確
定
の
手
続
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る

業
者
が
、
特
定
原
子
力
損
害
の
賠
償
額
の
確
定
の
手
続
を
開
始
す
る
ま
で
に
要
す
る

期
間
を
考
慮
し
て
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で

期
間
を
考
慮
し
て
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
期
間
を
定
め
、
当
該
期
間
内
に
当
該
請
求
を
行
う
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特

き
る
期
間
を
定
め
、
当
該
期
間
内
に
当
該
請
求
を
行
う
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特

定
原
子
力
損
害
を
受
け
た
被
害
者
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
要
件

定
原
子
力
損
害
を
受
け
た
被
害
者
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
要
件

を
満
た
す
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当

を
満
た
す
特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮
払
金
の
支
払
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
被
害
者
一
人
当
た
り
の
当
該
支
払
に
充
て
ら
れ
る
貸
付
金
（
同
条
第
二
項
第
三
号

該
被
害
者
一
人
当
た
り
の
当
該
支
払
に
充
て
ら
れ
る
貸
付
金
（
同
条
第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
貸
付
金
を
い
う
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
規
定
す
る
貸
付
金
を
い
う
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
金
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

避
難
指
示
が
行
わ
れ
た
時
に

避
難
指
示
に
基
づ
く
避
難

五
十
万
円

避
難
指
示
等
が
行
わ
れ
た
時

避
難
指
示
等
に
基
づ
く
避

五
十
万
円

当
該
避
難
指
示
の
対
象
と
な

の
た
め
の
立
退
き
の
実
施

に
当
該
避
難
指
示
等
の
対
象

難
の
た
め
の
立
退
き
の
実

つ
た
区
域
に
存
す
る
住
宅
に

状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考

と
な
つ
た
区
域
に
存
す
る
住

施
状
況
そ
の
他
の
事
情
を

居
住
し
て
い
た
者
で
あ
つ
て

慮
し
て
、
被
害
者
一
人
当

宅
に
居
住
し
て
い
た
者
で
あ

考
慮
し
て
、
被
害
者
一
人

、
当
該
避
難
指
示
に
基
づ
く

た
り
に
支
払
う
金
額
を
定

つ
て
、
当
該
避
難
指
示
等
に

当
た
り
に
支
払
う
金
額
を

避
難
の
た
め
の
立
退
き
に
よ

め
て
い
る
こ
と
。

基
づ
く
避
難
の
た
め
の
立
退

定
め
て
い
る
こ
と
。

つ
て
生
じ
た
特
定
原
子
力
損

き
に
よ
つ
て
生
じ
た
特
定
原
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害
を
受
け
た
被
害
者
で
あ
る

子
力
損
害
を
受
け
た
被
害
者

も
の

で
あ
る
も
の

避
難
指
示
が
行
わ
れ
た
時
に

避
難
指
示
が
あ
つ
た
日
か

中
欄
に
規
定
す
る

避
難
指
示
等
が
行
わ
れ
た
時

避
難
指
示
等
が
あ
つ
た
日

中
欄
に
規
定
す
る

当
該
避
難
指
示
の
対
象
と
な

ら
当
該
避
難
指
示
に
係
る

逸
失
利
益
等
相
当

に
当
該
避
難
指
示
等
の
対
象

か
ら
当
該
避
難
指
示
等
に

逸
失
利
益
等
相
当

つ
た
区
域
内
に
本
店
又
は
主

特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮

金
額
の
二
分
の
一

と
な
つ
た
区
域
内
に
本
店
又

係
る
特
定
原
子
力
損
害
賠

金
額
の
二
分
の
一

た
る
事
務
所
を
有
し
て
い
た

払
金
の
支
払
の
請
求
が
あ

の
金
額
又
は
二
百

は
主
た
る
事
務
所
を
有
し
て

償
仮
払
金
の
支
払
の
請
求

の
金
額
又
は
二
百

中
小
企
業
者
等
で
あ
つ
て
、

つ
た
日
又
は
当
該
避
難
指

五
十
万
円
の
い
ず

い
た
中
小
企
業
者
等
で
あ
つ

が
あ
つ
た
日
又
は
当
該
避

五
十
万
円
の
い
ず

当
該
避
難
指
示
に
基
づ
く
避

示
が
解
除
さ
れ
る
日
の
い

れ
か
低
い
金
額

て
、
当
該
避
難
指
示
等
に
基

難
指
示
等
が
解
除
さ
れ
る

れ
か
低
い
金
額

難
の
た
め
の
立
退
き
に
よ
つ

ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期

づ
く
避
難
の
た
め
の
立
退
き

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま

て
生
じ
た
特
定
原
子
力
損
害

間
に
お
け
る
逸
失
利
益
等

に
よ
つ
て
生
じ
た
特
定
原
子

で
の
期
間
に
お
け
る
逸
失

を
受
け
た
被
害
者
で
あ
る
も

相
当
金
額
の
全
部
又
は
一

力
損
害
を
受
け
た
被
害
者
で

利
益
等
相
当
金
額
の
全
部

の

部
を
支
払
う
も
の
で
あ
る

あ
る
も
の

又
は
一
部
を
支
払
う
も
の

こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

制
限
指
示
が
行
わ
れ
た
時
に

制
限
指
示
が
あ
つ
た
日
か

中
欄
に
規
定
す
る

制
限
指
示
等
が
行
わ
れ
た
時

制
限
指
示
等
が
あ
つ
た
日

中
欄
に
規
定
す
る

当
該
制
限
指
示
の
対
象
と
な

ら
当
該
制
限
指
示
に
係
る

逸
失
利
益
等
相
当

に
当
該
制
限
指
示
等
の
対
象

か
ら
当
該
制
限
指
示
等
に

逸
失
利
益
等
相
当

つ
た
事
業
活
動
を
行
つ
て
い

特
定
原
子
力
損
害
賠
償
仮

金
額
の
二
分
の
一

と
な
つ
た
事
業
活
動
を
行
つ

係
る
特
定
原
子
力
損
害
賠

金
額
の
二
分
の
一

た
中
小
企
業
者
等
で
あ
つ
て

払
金
の
支
払
の
請
求
が
あ

の
金
額
又
は
二
百

て
い
た
中
小
企
業
者
等
で
あ

償
仮
払
金
の
支
払
の
請
求

の
金
額
又
は
二
百

、
当
該
制
限
指
示
に
基
づ
く

つ
た
日
又
は
当
該
制
限
指

五
十
万
円
の
い
ず

つ
て
、
当
該
制
限
指
示
等
に

が
あ
つ
た
日
又
は
当
該
制

五
十
万
円
の
い
ず

事
業
活
動
の
制
限
に
よ
つ
て

示
が
解
除
さ
れ
る
日
の
い

れ
か
低
い
金
額

基
づ
く
事
業
活
動
の
制
限
に

限
指
示
等
が
解
除
さ
れ
る

れ
か
低
い
金
額

生
じ
た
特
定
原
子
力
損
害
を

ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期

よ
つ
て
生
じ
た
特
定
原
子
力

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま

受
け
た
被
害
者
で
あ
る
も
の

間
に
お
け
る
逸
失
利
益
等

損
害
を
受
け
た
被
害
者
で
あ

で
の
期
間
に
お
け
る
逸
失
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（
前
項
に
該
当
す
る
者
を
除

相
当
金
額
の
全
部
又
は
一

る
も
の
（
前
項
に
該
当
す
る

利
益
等
相
当
金
額
の
全
部

く
。
）

部
を
支
払
う
も
の
で
あ
る

者
を
除
く
。
）

又
は
一
部
を
支
払
う
も
の

こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

避
難
指
示

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

一

避
難
指
示
等

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内

百
五
十
六
号
）
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に

内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
（
同
法
第
十
七
条
第
一
項

規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。

に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ

）
が
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に

。
）
が
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
つ
た
指
示
に
基
づ
き

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
つ
た
指
示
に
基
づ

当
該
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
避
難
の
た
め
の
立
退
き
を

き
当
該
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
避
難
の
た
め
の
立
退
き

求
め
る
指
示
を
い
う
。

を
求
め
る
勧
告
又
は
指
示
を
い
う
。

二

中
小
企
業
者
等

中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十

二

中
小
企
業
者
等

中
小
企
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十

四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
医
療
法
人
、
社
会

四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
及
び
医
療
法
人
、
社
会

福
祉
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め

福
祉
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
法
人
を
い
う
。

る
法
人
を
い
う
。

三

逸
失
利
益
等
相
当
金
額

避
難
指
示
に
基
づ
く
避
難
の
た
め
の
立
退
き

三

逸
失
利
益
等
相
当
金
額

避
難
指
示
等
に
基
づ
く
避
難
の
た
め
の
立
退

又
は
制
限
指
示
に
基
づ
く
事
業
活
動
の
制
限
に
よ
つ
て
生
じ
た
特
定
原
子

き
又
は
制
限
指
示
等
に
基
づ
く
事
業
活
動
の
制
限
に
よ
つ
て
生
じ
た
特
定

力
損
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
が
そ
の
営
む
事
業
か
ら
当
該
避
難
指
示

原
子
力
損
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
が
そ
の
営
む
事
業
か
ら
当
該
避
難

又
は
制
限
指
示
が
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
見
込
ま
れ
る
利
益
又

指
示
等
又
は
制
限
指
示
等
が
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
見
込
ま
れ

は
収
支
差
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

る
利
益
又
は
収
支
差
額
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
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に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
い
う
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
い
う
。

四

制
限
指
示

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第

四

制
限
指
示
等

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策
本

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は
原
子
力
災
害
対
策

部
長
が
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
つ
た
指
示
に
基
づ
き

本
部
長
が
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
行
つ
た
指
示
に
基
づ

当
該
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
事
業
活
動
の
制
限
を
求
め

き
当
該
市
町
村
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
つ
た
事
業
活
動
の
制
限
を
求

る
指
示
を
い
う
。

め
る
勧
告
又
は
指
示
を
い
う
。
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○

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
長
期
避
難
世
帯
に
係
る
支
援
金
の
額
の
特
例
）

（
特
定
長
期
避
難
世
帯
に
係
る
支
援
金
の
額
の
特
例
）

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第

第
三
条

法
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
に
掲
げ
る
世
帯
（
同
条
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
長
期
避
難
世
帯
」

長
期
避
難
世
帯
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

と
い
う
。
）
と
す
る
。

一

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

一

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定

十
三
号
）
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
勧
告
若

に
よ
る
立
退
き
の
指
示
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
避
難
指
示

し
く
は
指
示
又
は
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
退
き
の
指
示
（
以

」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含

下
「
避
難
勧
告
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町

む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
当
該
避
難
指
示
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い

村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ

た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
避
難
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年

た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
避
難
勧
告
等
が
行
わ
れ
て
い
る

を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
同

期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部

法
第
六
十
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

又
は
一
部
に
つ
い
て
同
法
第
六
十
条
第
五
項
（
同
法
第
六
十
一
条
第
四
項
に
お
い

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の

二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の

二

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三

二

当
該
自
然
災
害
に
つ
い
て
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
戒

区
域
へ
の
立
入
り
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
警
戒
区
域
か
ら
の
退
去
の
命
令
（

区
域
へ
の
立
入
り
の
制
限
若
し
く
は
禁
止
又
は
警
戒
区
域
か
ら
の
退
去
の
命
令
（

以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
立
入
制
限
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の

以
下
「
立
入
制
限
等
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
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区
域
の
全
部
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ

町
村
の
区
域
内
に
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す

れ
た
時
に
居
住
し
て
い
た
者
が
属
す
る
世
帯
で
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い

る
世
帯
で
当
該
立
入
制
限
等
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し

る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全

た
も
の
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
警
戒
区
域
で
な
く
な

部
又
は
一
部
が
警
戒
区
域
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市

っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ

町
村
の
区
域
内
に
再
度
居
住
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の

と
と
し
て
い
る
も
の

２
・
３

(

略)

２
・
３

(

略)

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
）

（
支
援
金
の
支
給
の
申
請
）

第
四
条

(

略)

第
四
条

(

略)

２

(

略)

２

(

略)

３

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
額
に

３

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
援
金
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
加
算
額
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
避
難
指
示
又
は
立
入
制
限
等
が
行

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
支
給
の
申
請
は
、
当
該
避
難
勧
告
等
又
は
立
入
制
限
等
が

わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月
を
経
過

行
わ
れ
て
い
る
期
間
が
通
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
三
月
を
経

す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
特
定
長
期
避
難
世
帯
で
あ
る
こ
と
を
証

過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
に
、
当
該
世
帯
が
特
定
長
期
避
難
世
帯
で
あ
る
こ
と
を

す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提
出

証
す
る
書
面
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
に
提

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

(

略)

４

(

略)
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○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
及
び
期
日
）

（
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
及
び
期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三

、
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適

年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二

用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）

年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
（

と
す
る
。

東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)
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○

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
第

五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
区
及
び
期
間
）

（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
地
区
及
び
期
間
）

第
二
条

前
条
の
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め

第
二
条

前
条
の
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め

る
地
区
は
、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

る
地
区
は
、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法

十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災

る
。

害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)
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○

平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
十
一
号
）
（
第
六
条

関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

期
日
）

期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号

令
和
三
年
法
律
第
三
十
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
災
対
法
等
改
正
法
」
と
い
う

）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十

八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
対
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

、
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定

の
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

す
る
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

(

略)

２

(
略)
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○

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
第
七
条

関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

期
日
）

期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
災
対
法
等
改
正
法
」
と
い

号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す

る
。

２

(

略)

２

(

略)

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
対
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

、
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規

前
の
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区

定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

域
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)
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○

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
二
百
二
十
三
号
）
（
第
八
条
関

係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び

期
日
）

期
日
）

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
六
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）

和
三
年
法
律
第
三
十
号
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
災
対
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。

が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

２

(

略)

２

(

略)

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

（
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
に
係
る
地
区
及
び
期
日
）

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

第
七
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
七
条
の
政
令
で
定
め
る
地
区
は

、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
対
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

、
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す

災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と

る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
と
す
る
。

す
る
。

２

(

略)

２

(

略)
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○

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

（
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
の
規
定
の
読
替
え
適
用
）

第
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令

第
二
百
八
十
八
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

第
二
百
八
十
八
号
）
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

読
み
替
え
る
字
句

字
句

字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
二
条

特
定
災
害
対
策
本

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十

第
四
十
二
条

非
常
災
害
対
策
本

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十

部
長
の
指
示
又
は

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣

部
長

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣

非
常
災
害
対
策
本

総
理
大
臣
の
指
示
又
は
同
法
第
二
十

総
理
大
臣
の
指
示
又
は
同
法
第
二
十

部
長

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力

災
害
対
策
本
部
長

災
害
対
策
本
部
長

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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